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令和７年度末における組合員資格喪失等の手続について（通知） 

令和７年度末の退職、異動又は任用終了等により公立学校共済組合東京支部の資格を喪失する組合員につい

て、下記のとおり資格喪失の手続をしていただきますようお願いいたします。 

なお、退職予定者を印字した手続書類については、令和８年３月上旬に別途送付いたします。 

また、令和８年４月１日付新規資格取得者の資格取得手続に関する通知は３月中旬頃までに送付予定です（下

記９に御留意ください）。 

記 

１ 対象者 

令和８年３月１日～３月３１日に退職、異動又は任用終了等することにより、令和８年３月２日～４月１日

付で公立学校共済組合東京支部の資格を喪失する組合員 

※ 退職や任用終了後に再度任用され資格が継続となる者を除きます。 

※ 資格が喪失又は継続するかの判断は、別紙３「資格喪失手続早見表」又は別添「資格喪失手続判定シー

ト」で御確認ください。（別添「資格喪失手続判定シート」は Excel です。ホームページにも掲載いたし

ます。） 

２ 送付する書類 

３月上旬に、所属所ごとに次の書類を送付します。 

（１）令和７年度末公立学校共済組合退職者資格喪失届書（連記式）（プレ印字） 

（２）資格喪失届出書類返信専用封筒 

３ 退職予定者の印字について 

上記２（１）「令和７年度末公立学校共済組合資格喪失届書（連記式）（プレ印字）」には、退職予定者の名

前が記載（プレ印字）されています。 

＜プレ印字について＞ 

印字対象者は、教育庁人事システムの２月例月データ及び各任命権者からの情報提供を基に令和８年２

月中旬までに把握できた退職予定者（正規職員、四条任期付職員、暫定再任用（フルタイム・短時間）勤務

職員及び定年前再任用短時間勤務職員）です。 

※ 上記のうち、暫定再任用（フルタイム・短時間）勤務職員又は定年前再任用短時間勤務職員として令

和８年４月１日付で任用又は再度任用予定の者は印字しません。 

※ 昨年度は臨時的任用職員、時間講師及び会計年度任用職員等についても退職の可能性がある場合は広

く印字していましたが、次年度も引き続き任用される可能性があり資格喪失するか確実ではないことか

ら、今年度から印字の対象外としました。所属所におかれては、上記の者について管理職又は本人に後

続の任用を確認し、資格喪失となる場合は手書きで追記してください。 

※ 人事異動等により知事部局等への局間異動や区市固有指導主事になる方は、東京都職員共済組合や

市町村職員共済組合等に転出するため資格喪失となりますが、印字はされませんので、手書きで追記

してください。 

４ 所属所における手続 

別紙１「所属所における手続」のとおり、資格喪失等の手続（資格確認書等の回収を含む。）を行ってくだ

さい。 

５ 提出する書類等 

次の書類等を、上記２（２）「資格喪失届出書類返信専用封筒」で提出期限までに提出してください。 

資格喪失該当者のいない所属所も下記（１）の余白等に「該当なし」と記入の上、提出してください。 



（１）「令和７年度末公立学校共済組合退職者資格喪失届書」（連記式）（プレ印字） 

     ※ 記入方法は別紙２の記入例を参照してください。 

   ※ 記入欄が不足する場合は、別紙６の様式（印字なしのもの）を使用してください（Excel 及び PDF で

す。ホームページにも掲載いたします。） 

（２）回収した資格確認書（有効期限内のもの）（交付されている場合）及びその他の証（限度額適用認定証、

特定疾病療養受療証） 

※ 有効期限が過ぎた資格確認書は、組合員御自身で処分してください。 

※ 組合員証及び被扶養者証（水色の保険証）や「資格情報のお知らせ」の返却は不要です。 

（３）年金関係書類（対象者は一般組合員のみ。別紙４「資格喪失届書」提出時の年金手続を御参照ください。） 

６ 提出期限 

令和８年４月１０日(金) 原則として、期限までに都庁交換便又は郵送により発送してください。 

７ 資格喪失証明書の発行について 

所属所において「組合員資格喪失証明書」（福利厚生事務の手引別冊様式集 P27。ホームページにも掲載。）

を発行し、組合員へお渡しください。 

退職の場合、「資格喪失年月日」は「退職・異動年月日」の翌日、異動の場合は「資格喪失年月日」と「退

職・異動年月日」が同日となりますので、記入例を参照の上、作成の際は御注意ください。 

資格喪失証明書は、退職日より前に発行して差し支えありません。詳しくは、別紙５「資格喪失手続Ｑ＆Ａ」

No.９を御参照ください。 

８ 注意事項 

（１）返信専用封筒には、本通知で御案内している書類等以外は入れないでください。特に任意継続組合員申出

書を同封すると任意継続組合員加入手続が大幅に遅れますので、絶対に同封しないでください。 

（２）手書きで追記した場合を含め、発令通知書等の確認書類を添付する必要はありません。 

９ ４月の資格取得通知の送付について（参考） 

令和８年４月１日付新規資格取得者の資格取得手続に関する通知は、３月中旬頃に送付予定です。新規資格

取得者等の「資格確認書」（最長４か月有効のもの）は、４月下旬以降順次一斉交付により送付します。 

10 組合員番号変更・種別変更の場合の手続及び医療機関等の受診方法について 

（１）組合員番号変更・種別変更（一般組合員から短期組合員又は短期組合員から一般組合員と組合員種別が変

更になること）の手続は新所属で行うため、旧所属で行う必要はありません。 

（２）上記（１）の者が一斉交付で新たな資格確認書が新所属に届くまでの医療機関等の受診方法 

マイナ保険証の有無 組合員番号の変更 受診方法 

あり  マイナ保険証を御利用ください。 

なし 

あり 
４月以降、旧資格確認書は使用できません。新所属で新し

い組合員番号の「資格証明書」を発行してください。 

なし 
４月以降も新しい「資格確認書」が届くまで旧資格確認書

を使用できます。 

11 添付資料 

（１）別紙１ 所属所における手続 

（２）別紙２ 令和７年度末公立学校共済組合退職者資格喪失届書（記入例） 

（３）別紙３ 資格喪失手続早見表 

（４）別紙４ 「資格喪失届書」提出時の年金手続（令和８年３月３１日付退職者） 

（５）別紙５ 資格喪失手続 Q＆A 

（６） 別紙６ 令和７年度末公立学校共済組合退職者資格喪失届書（様式）（印字なしのもの）（Excel 及び PDF） 

（７）別添  資格喪失手続判定シート（Excel） 

※ 別紙６及び別添はホームページにも掲載いたします。 

https://www.kouritu.or.jp/tokyo/topics/R7sousitu/index.html 

 
問合せ先 公立学校共済組合東京支部(東京都教育庁福利厚生部内) 給付貸付課 資格担当  
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